
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和07年12月01日

計画の名称 山陰海岸ジオパークの多様な地形・地質・風土・人々の暮らしに触れる広域観光活性化計画

計画の期間   令和０５年度 ～   令和０９年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 鳥取県

計画の目標 鳥取県・兵庫県・京都府の三府県の日本海沿岸部をエリアとする、世界ジオパークネットワークに加盟の”山陰海岸ジオパーク”圏域では、地質遺産をはじめとした多様な地域資源を保全し、

教育・観光・地域産業に活用することで地域活性化を図る活動が行われている。

特に、観光の面においては、山陰海岸地域特有の地質、地形（ジオ）がもたらした、「北前船寄港地」や「棚田」、「温泉」等の多様な文化、

産業を実際に五感で体感できるような観光資源として活用し、持続可能な地域社会を目指した観光が行われている。

これらの活動に合わせ、拠点施設間のアクセス強化や拠点施設周辺の整備を推進し、広く圏域外からの来訪者の増加を図ることにより、広域的な地域活性化を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,070  Ａ               1,070  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R1 R7 R9

   1 【鳥取県・兵庫県・京都府　共通目標】観光入込客数1,967万人（R1）から2,065万人（R9に増加）（98万人（5％）の増加）

山陰海岸ジオパークエリア（鳥取県東部地域、兵庫県但馬地域、京都府丹後地域）の観光入込客数 1967万人 2026万人 2065万人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の観光入込客数　－　R1年間観光入込客数）／（R1年間観光入込客数）

   2 【鳥取県　単独目標】観光入込客数418万人（R1）から439万人（R9）に増加（21万人（5％）の増加）

鳥取県東部（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）の観光入込客数 418万人 431万人 439万人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の観光入込客数　－　R1年間観光入込客数）／（R1年間観光入込客数）

   3 【鳥取県　単独目標】各拠点施設間の総アクセス時間を、187時間・台・日（R9)短縮

道路整備に伴う拠点施設間のアクセス短縮時間に各地点の交通量を乗じることにより、1日の総短縮時間を算定。 0時間・台／日 165時間・台／日 187時間・台／日

Σ［要素事業による短縮時間　×　当該地点交通量］※A11-001とA11-002が対象

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む 〇 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R05 R06 R07 R08 R09 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業 A11-001 道路 一般 鳥取県 直接 鳥取県 都道府

県道

改築 （一）岩美停車場河崎線

　新井2工区

バイパス　L=0.3km 岩美町  ■  ■  ■  ■         140 －

H29.4.1以前の事業化のため、費用便益費算出対象外

A11-002 道路 一般 鳥取県 直接 鳥取県 都道府

県道

改築 （一）網代港岩美停車場

線　田後工区

バイパス　L=0.4km 岩美町  ■  ■  ■  ■  ■         750 －

H29.4.1以前の事業化のため、費用便益費算出対象外

A11-003 道路 一般 鳥取県 直接 鳥取県 都道府

県道

修繕 （一）網代港岩美停車場

線　網代5工区

暗渠等修繕　L=0.01km 岩美町  ■  ■  ■  ■  ■          60 －

修繕工事であるため、費用便益費算出対象外

A11-004 道路 一般 鳥取県 直接 鳥取県 国道 修繕 （国）178号　浦富外工区 舗装修繕　L=1.7km 岩美町  ■  ■  ■  ■  ■          60 －

修繕工事であるため、費用便益費算出対象外

A11-005 道路 一般 鳥取県 直接 鳥取県 都道府

県道

修繕 （一）湯山鳥取線　浜坂

工区

防護柵等修繕　L=0.8km 鳥取市  ■  ■  ■  ■  ■          50 －

修繕工事であるため、費用便益費算出対象外

A11-006 道路 一般 鳥取県 直接 鳥取県 都道府

県道

修繕 （一）福部岩美線　細川

工区

側溝等修繕　N=4箇所 鳥取市  ■  ■  ■  ■  ■          10 －

修繕工事であるため、費用便益費算出対象外

 小計       1,070

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R05 R06 R07 R08 R09 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計       1,070

2 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R05 R06 R07

配分額 (a)                     103                     146                     106

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     103                     146                     106

前年度からの繰越額 (d)                       0                      72                      44

支払済額 (e)                      31                     174                       0

翌年度繰越額 (f)                      72                      44                       0

うち未契約繰越額(g)                      26                      44                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                     150

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   25.24                   20.18                     100

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

工事にあたり関係期間との

調整が難航したこと及び、

用地補償交渉が難航した事

による。

工事にあたり、関係機関と

 の調整が難航したこと、

及 び用地補償交渉が難航

した ことによる。

1 案件番号： 


